
四日市市告示第１５３号 

四日市市集会所補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和５年３月３０日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市集会所補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

四日市市集会所補助金交付要綱（昭和５５年四日市市告示第５９号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（補助対象経費） （補助対象経費） 

第４条 前条に定める「補助対象経費」

とは、次の各号に該当するものとす

る。 

第４条 前条に定める「補助対象経費」

とは、次の各号に該当するものとす

る。 

(1)から(3)まで （略）  (1)から(3)まで （略） 

(4)  設計料、耐震診断、法令上必要

な各種申請料その他の集会所の建築

等に必要な経費。 

(4)  設計料、法令上必要な各種申請

料その他の集会所の建築等に必要な

経費。ただし、集会所の建築等と同

一年度に行うものに限る。 

(5) （略） (5) （略） 

  

（補助金額） （補助金額） 

第５条 補助金の額は、次の表に掲げる

補助対象経費の区分に応じる金額とす

る。ただし、千円未満の額は切捨てと

する。 

第５条 補助金の額は、次の表に掲げる

補助対象経費の区分に応じる金額とす

る。ただし、千円未満の額は切捨てと

する。 

補助対象経費 補助金額 

６６０万円以下の

金額 

補助対象経費の１

００分の５０ 

６６０万円を超え

１，５６０万円以

３３０万円＋（補

助対象経費から６

補助対象経費 補助金額 

６００万円以下の

金額 

補助対象経費の１

００分の５０ 

６００万円を超え

１，４００万円以

３００万円＋（補

助対象経費から６



下の金額 ６０万円を減じた

金額の１００分の

３５） 

１，５６０万円を

超え２，４５０万

円以下の金額 

６４５万円＋（補

助対象経費から

１，５６０万円を

減じた金額の１０

０分の２０） 

２，４５０万円を

超える金額 

８２３万円 

 

下の金額 ００万円を減じた

金額の１００分の

３５） 

１，４００万円を

超え２，２００万

円以下の金額 

５８０万円＋（補

助対象経費から

１，４００万円を

減じた金額の１０

０分の２０） 

２，２００万円を

超える金額 

７４０万円 

 

２ ２以上の自治会が共同で１棟の集会

所の建築等を行う場合の補助金の額

は、補助対象経費を自治会の数で除し

た額を各自治会の補助対象経費とみな

し、１の自治会当たりの補助金の額を

前項の規定により算出し、自治会の数

を乗じて得た金額とする。ただし、

１，１６７万円を上限とする。なお、

連合自治会等が管理する集会所の建築

等にあたっては、当該連合自治会等に

加盟する各自治会をそれぞれ１の自治

会とみなし、同様の算出方法とする。 

２ ２以上の自治会が共同で１棟の集会

所の建築等を行う場合の補助金の額

は、補助対象経費を自治会の数で除し

た額を各自治会の補助対象経費とみな

し、１の自治会当たりの補助金の額を

前項の規定により算出し、自治会の数

を乗じて得た金額とする。ただし、

１，０５０万円を上限とする。なお、

連合自治会等が管理する集会所の建築

等にあたっては、当該連合自治会等に

加盟する各自治会をそれぞれ１の自治

会とみなし、同様の算出方法とする。 

３ 前項の規定を受ける集会所を建築等

した自治会が、５年以内に別の集会所

の建築等を行う場合の補助金の額は、

前項ただし書の規定にかかわらず、８

２３万円を上限とする。 

３ 前項の規定を受ける集会所を建築等

した自治会が、５年以内に別の集会所

の建築等を行う場合の補助金の額は、

前項ただし書の規定にかかわらず、７

４０万円を上限とする。 

４ １棟の集会所に対する補助金の額

は、５年間に合計８２３万円を上限と

する。 

４ １棟の集会所に対する補助金の額

は、５年間に合計７４０万円を上限と

する。 

５ 第２項の規定の適用を受ける集会所 ５ 第２項の規定の適用を受ける集会所



については、前項の規定中「８２３万

円」とあるのを「１，１６７万円」と

読み替えて適用するものとする。 

については、前項の規定中「７４０万

円」とあるのを「１，０５０万円」と

読み替えて適用するものとする。 

６及び７ （略）  ６及び７ （略）  

  

 （事前協議） 

 第７条 自治会が補助金の交付を受けよ

うとするときは、工事請負等の契約締

結前に四日市市集会所補助金交付申請

に関する協議書（第１号様式）に次の

各号に掲げる書類を添えて、市長に協

議しなければならない。 

 (1) 工事費見積書等 

 (2) 設計図（位置図、配置図、平面

図、立面図等） 

 (3) 工事予定箇所又は購入予定物件の

写真 

 (4) 集会所建築等予算書（第２号様

式） 

 (5) 土地及び建物の所有又は利用に関

する書類 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長

が必要と認める書類 

 ２ 前項に規定する協議書の提出期限

は、９月末日とする。ただし、災害等

の復旧等、市長が特に認めたものは、

この限りでない。 

  

 （協議済通知） 

 第８条 市長は、前条に規定する協議を

行った場合において、当該協議に係る

書類等の審査及び必要に応じて行う調



査等により、この要綱による補助対象

として適当であると認めたときは、協

議済書（第３号様式）により自治会に

通知するものとする。 

  

（補助金の交付申請） （補助金の交付申請） 

第７条 自治会が補助金の交付を受けよ

うとするときは、工事請負等の契約締

結前に四日市市集会所補助金交付申請

書（第１号様式）に次の各号に掲げる

書類を添えて、市長に申請しなければ

ならない。 

第９条 自治会が補助金の交付を受けよ

うとするときは、四日市市集会所補助

金交付申請書（第４号様式）に次の各

号に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない 

(1)工事費見積書等 (1)工事請負契約書、工事請書又は売

買契約書の写し 

(2)設計図（位置図、配置図、平面

図、立面図等） 

(2)建築基準法の規定に基づき建築主

事等の確認を受けなければならない

集会所については、確認済書の写し 

(3)工事予定箇所又は購入予定物件の

写真 

(3) 集会所建築等予算書（第２号様

式） 

(4)集会所建築等予算書（第２号様

式） 

(4)前各号に掲げるもののほか、市長

が必要と認める書類 

(5)土地及び建物の所有又は利用に関

する書類 

 

(6)前各号に掲げるもののほか、市長

が必要と認める書類 

 

２ 前項に規定する四日市市集会所補助

金交付申請書の提出期限は、９月末日

とする。ただし、災害等の復旧等、市

長が特に認めたものは、この限りでな

い。 

 

  

（補助金の交付決定等） （補助金の交付決定等） 



第８条 市長は、前条の規定による補助

金の交付申請があった場合において、

当該申請に係る書類等の審査及び必要

に応じて行う調査等により、補助金の

交付を決定したときは、四日市市集会

所補助金交付決定通知書（第３号様

式）により自治会に通知するものとす

る。 

第１０条 市長は、前条の規定による補

助金の交付申請があった場合におい

て、当該申請に係る書類等の審査及び

必要に応じて行う調査等により、補助

金の交付を決定したときは、四日市市

集会所補助金交付決定通知書（第５号

様式）により自治会に通知するものと

する。 

２ （略） ２ （略） 

  

（計画の変更） （計画の変更） 

第９条 自治会が補助事業の計画を変更

（軽微な変更を除く。）しようとする

場合又は補助事業を中止し、若しくは

廃止しようとする場合は、速やかに市

長に四日市市集会所補助金計画変更承

認申請書（第４号様式）を提出し、承

認を受けなければならない。 

第１１条 自治会が補助事業の計画を変

更（軽微な変更を除く。）しようとす

る場合又は補助事業を中止し、若しく

は廃止しようとする場合は、速やかに

市長に四日市市集会所補助金計画変更

承認申請書（第６号様式）を提出し、

承認を受けなければならない。 

２ (略)  ２ (略) 

  

（変更決定通知） （変更決定通知） 

第１０条 市長は、前条の規定により計

画の変更を承認したときは、四日市市

集会所補助金変更決定通知書（第５号

様式）により自治会に通知するものと

する。 

第１２条 市長は、前条の規定により計

画の変更を承認したときは、四日市市

集会所補助金変更決定通知書（第７号

様式）により自治会に通知するものと

する。 

  

（完了届） （完了届） 

第１１条 自治会は、集会所の建築等の

事業が完了したときは、速やかに集会

所工事完了届（第６号様式）に次の各

号に掲げる書類を添えて、市長に提出

第１３条 自治会は、集会所の建築等の

事業が完了したときは、速やかに集会

所工事完了届（第８号様式）に次の各

号に掲げる書類を添えて、市長に提出



しなければならない。 しなければならない。 

(1)工事請負契約書、工事請書又は売買

契約書の写し 

(1)集会所建築等収支決算書（第９号様

式） 

(2)建築基準法の規定に基づき建築主事

等の確認を受けなければならない集会

所については、確認済書の写し 

(2)完成し、又は購入した集会所の写真

（正面部、外部、内部） 

(3)集会所建築等収支決算書（第７号様

式） 

(3)建築等の費用を支払ったことを証す

る書類の写し。ただし、集会所工事完

了届の提出の際に費用の支払がなされ

ていない場合は、補助金の交付後、１

月以内に提出しなければならない。 

(4)完成し、又は購入した集会所の写真

（正面部、外部、内部） 

(4)前各号に掲げるもののほか、市長が

必要と認める書類 

(5)建築等の費用を支払ったことを証す

る書類の写し。ただし、集会所工事完

了届の提出の際に費用の支払がなされ

ていない場合は、補助金の交付後、１

月以内に提出しなければならない。 

 

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が

必要と認める書類 

 

  

第１２条  （略） 第１４条  （略） 

  

第１３条 （略） 第１５条 （略） 

  

第１４条 （略） 第１６条 （略） 

  

第１５条 （略） 第１７条 （略） 

  

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

 （有効期限）  （有効期限） 



２ この要綱は、令和８年３月３１日限

り、その効力を失う。 

２ この要綱は、令和５年３月３１日限

り、その効力を失う。 

３ （略） ３ （略） 

 

改正後 

別表（第４条関係） 

集会所の修繕及び模様替えに係る補助対象工事の範囲 

区分 内容 

 （略） 

（３） 集会所の防災上

又は安全上必要な工事 

アからケまで （略） 

コ 原状復帰に係る以下の工事 

 (ア)避難経路の原状復帰（床、建具） 

 (イ )避難する部屋の原状復帰（床 (畳の入替は

除く）、建具） 

(ウ)便所の原状復帰 

 

（略） 
 

 

 

改正前 

別表（第４条関係） 

集会所の修繕及び模様替えに係る補助対象工事の範囲 

区分 内容 

 （略） 

（３） 集会所の防災上

又は安全上必要な工事 

アからケまで （略） 

コ その他防災上又は安全上必要な工事 

 (略)  
 

 

 

 第１号様式から第７号様式までを次のように改める。



第１号様式（第７条関係） 

年  月  日   

   四日市市長 

自 治 会 名                   

代表者住所              

代表者氏名 会長           

（連絡先 ℡   ―    ）  

四日市市集会所補助金交付申請書 

  四日市市集会所補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を受けたいので、関係書類を

添えて下記のとおり申請します。 

記 

 １ 補助金の種別 〔新築･全部改築･修繕･模様替え･その他（         ）〕 

 ２ 建築物の名称 

 ３ 建築物の所在  四日市市 

 ４ 建築等に要する経費（税込）               円 

 ５ 補助申請額                       円 

６ 建物の構造 

 ７ 建物の面積               ㎡ 

 ８ 工事予定期日  着工       年   月   日 

           竣工       年   月   日 

 ９ 添付書類 

  (１) 工事費見積書等 

  (２) 設計図（位置図、配置図、平面図、立面図等） 

  (３) 工事予定箇所又は購入予定物件の写真 

  (４) 集会所建築等予算書 

  (５) 土地及び建物の所有又は利用に関する書類 

  (６) その他市長が必要と認める書類 



第２号様式（第７条関係） 

 

 

 

集 会 所 建 築 等 予 算 書                

収   入   の   部 支   出   の   部 

科 目 金 額 摘 要 科 目 金 額 摘 要 

 

自治会負担金 

 

その他補助金 

（補償金等） 

 

市補助金 

     

計         計        

  上記のとおり相違ありません。 

 

自 治 会 名                   

代表者氏名 会長           



第３号様式（第８条関係） 

 

四日市市集会所補助金交付決定通知書 

第    号   

（自 治 会 名     ）            

（代表者住所）            

（代表者氏名）            

      年  月  日付けで補助申請のあった集会所建築等事業については、次の

とおり補助金を交付する。 

        年  月  日 

四日市市長            

 １ 補助金額     金          円 

（過去5年間の補助支出額           円） 

 ２ 条件 

  (１) この補助金は、集会所建築等の費用以外の使途に使用してはならない。 

  (２) この補助金の使途については、市が監査を行うことがある。 

  (３) 市が公共の目的のために、この集会所を使用する場合には優先的に使用を認め

ること。また、その場合集会所の使用料は免除すること。 

  (４) 今回の補助金交付申請に関する一切の書類は、    年度末まで保存してお

くこと。 

 ３ 示された条件に従わない場合は、補助金の返還を命ずることがある。 



第４号様式（第９条関係） 

年   月   日 

   四日市市長 

自 治 会 名                    

代表者住所               

代表者氏名  会長           

（連絡先 ℡    ―     ）   

四日市市集会所補助金計画変更承認申請書 

       年  月  日付け四日市市指令市生第    号－ で交付決定通知の

あった集会所建築等の事業について、下記のとおり計画を変更したいので、四日市市集

会所補助金交付要綱第９条の規定に基づき承認されたく申請します。 

記 

 １ 補助金変更申請額  金           円 

 ２ 変更の内容 



第５号様式（第１０条関係） 

 

四日市市集会所補助金変更決定通知書 

第    号   

（自 治 会 名     ）            

（代表者住所）            

（代表者氏名）            

      年  月  日付けで補助申請のあった集会所建築等事業の計画変更を承認

したので、補助金の交付決定を下記のとおり変更する。 

        年  月  日 

四日市市長            

 １ 変更決定額    金          円 

 ２ 計画変更の内容 

 ３ 条件 

  (１) この補助金は、集会所建築等の費用以外の使途に使用してはならない。 

  (２) この補助金の使途については、市が監査を行うことがある。 

  (３) 市が公共の目的のために、この集会所を使用する場合には優先的に使用を認め

ること。また、その場合集会所の使用料は免除すること。 

  (４) 今回の補助金交付申請に関する一切の書類は、    年度末まで保存してお

くこと。 

 ４ 示された条件に従わない場合は、補助金の返還を命ずることがある。 



第６号様式（第１１条関係） 

  年  月  日   

   四日市市長 

自治会名  

代表者住所   

 代表者氏名  会長               

（連絡先 ℡     ―      ） 

集 会 所 工 事 完 了 届                

        年  月    日付け四日市市指令市生第     号－ で補助金の交付決定

を受けた集会所建築等の工事は完了したので、四日市市集会所補助金交付要綱第１１条

の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

記 

 ・添付書類 

   (１) 工事請負契約書、工事請書又は売買契約書の写し 

   (２) 確認済書の写し（建築基準法の規定に基づき建築主事等の確認を受けなけ 

             ればならない集会所の場合） 

(３) 集会所建築等収支決算書 

   (４) 完成又は購入した集会所の写真（正面部、外部、内部） 

   (５) 建築等の費用を支払ったことを証する書類の写し 

     （この届の際に未払の場合は、補助金の交付後、１月以内に提出するものとする） 

   (６) その他市長が必要と認める書類 



第７号様式（第１１条関係） 

集 会 所 建 築 等 収 支 決 算 書                

 （収入の部） 

科     目 予  算  額 決  算  額 摘     要 

自治会負担金 

 

その他補助金 

（補償金等） 

 

市 補 助 金 

 

   

計    

 （支出の部） 

科     目 予  算  額 決  算  額 摘     要 

    

計    

  上記のとおり相違ありません。 

自 治 会 名                    

   代表者氏名  会長                

※代表者が自署しない場合は、代表者印を押印して下さい 



第８号様式及び第９号様式を削る。 



附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正は、令和

５年３月３１日から施行する。 

（市民生活部市民生活課） 


